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新型コロナウイルス感染症に伴う水道料金の免除について
　新型コロナウイルス感染症関連支援施策として、水道基本料金を全額免除します。

基本料金免除期間　８月検針分～ 11 月検針分の４ヶ月間
免 除 の 内 容　水道の基本料金（免除は２ヶ月の基本水量とし使用水量 20㎥までです。）

（料金算定の例　口径 13 ｍｍの場合）
　　　　　　　 基本料金　＋　従量料金　　＝　　合計　  ⇒ 　請求額（免除後）
 ０～ 20㎥使用　3,410 円　＋　　　　０円　＝　3,410 円　⇒　　　０円
  30 ㎥ 使 用　3,410 円　＋　　1,760 円　＝　5,170 円　⇒　1,760 円
  50 ㎥ 使 用　3,410 円　＋　　5,280 円　＝　8,690 円　⇒　5,280 円

あ水道課　庶務担当　う２９２- ３００２

【注意事項】
〇「水道使用量等のお知らせ」の請求予定金額は、減免

前の金額を表示しています。
〇今回の免除は、水道料金の基本料金のみです。基本水

量を超えた従量料金及び下水道使用料等は通常どおり
の請求となります。

〇この免除に関して、利用者様に行っていただく手続き
等はありません。

水道の基本料金
口径 免除金額
13ｍｍ 3,410円
20ｍｍ 4,620円
25ｍｍ 6,820円
30ｍｍ 9,240円
40ｍｍ 16,940円
50ｍｍ 25,740円
75ｍｍ 61,600円
100ｍｍ 103,400円

越生駅西口総合案内所(道灌おもてなしプラザ)で
渋沢平九郎展が開催されています

８月はチャイルドシート・シートベルト
着用促進月間です

　越 生 駅 西口総
合案内所（道灌お
もてなしプラザ）の
ギャラリースペース
で、大河ドラマ「青
天を衝け」で話題
の「越生に散った
若き志士　渋沢平
九郎展」を開催し
ています。まだご
覧になっていない
方は、この機会に
ぜひお越しください。
　なお、次回は越生の美しい風景を紹介する写真
展を開催する予定です。
あ産業観光課　観光商工担当　う内線１４７

　自動車の運転者には、６歳未満のお子さんを車
に乗せるときのチャイルドシート使用が義務付けら
れています。
　また、運転席、助手席に加えて「後部座席」のシー
トベルト着用が義務付けられています。後部座席
でシートベルトをしないと次のような危険があります。
・天井やドアに強打するなど自分自身が大きな被害

をうけます。
・車外へ放り出され、後続車などにひかれるおそれ

があります。
・前席の人を前へ押し出し、同乗者への加害につな

がります。

あ西入間警察署　う２８４- ０１１０
あ総務課　自治振興担当　う内線２１７

　越生町観光協会では、町の支援を得て渋沢平九
郎のマグネットシールを作成します。車に貼るなどＰ
Ｒにご協力していただける方 ( 一人 1 枚・町内在住
者に限ります ) にプレゼントします。希望される方
は下記日時に観光協会窓口 ( 越生駅西口総合案内
所 ) までお越しください。

あ（一社）越生町観光協会　う２９２-１４５１

　町の補助金を活用して、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、次の事業を実施します。
①「アルコール消毒液 (1ℓ・ポンプ付 )」無償配布
　町内事業者 ( 商工会員・業種不問 ) を対象に、
1 事業所につき最大２本の「アルコール消毒液」を
お配りします。ご希望の方は下記期間内に商工会
窓口へお越しください。
配布期間　８月２日 ( 月 ) ～９月 30 日 ( 木 )

②「飛沫防止用アクリル板等」設置費の一部助成
　町内事業者 ( 商工会員・業種不問 ) を対象に、
下記期間内に事業用店舗などに設置した ( する)「飛
沫防止用アクリル板等」費用の４/ ５( 補助上限額
２万円 ) を助成します。
対象期間　４月１日 ( 木 ) ～
　　　　　 12 月 31 日 ( 金 )
申請期限　令和４年１月31日（月）
あ越生町商工会
　う２９２-２０２１

第71回 敬老会の中止について

平九郎のマグネットシールを
60名にプレゼントします

越生町商工会「商工業者
感染症対策事業」について

　９月 19 日（日）に開催を予定しておりました
敬老会は、新型コロナウイルス感染症の影響を
鑑み、昨年同様に中止とさせていただきます。
　毎年、楽しみにしていただいている皆様には、
大変申し訳ございませんが、参加者の健康、安全
面を第一に考慮して決定させていただきました。
　ご理解いただきますようお願い申し上げます。
　なお、敬老祝品・祝金は地区の民生委員さん
を通してお渡し致します。
あ健康福祉課　高齢者介護担当
　う内線１１５

　９月は、九都県市合同の成年後見制度普及促
進月間です。成年後見制度について知りたい方、
利用をお考えの方の疑問に、後見実務に詳しい
弁護士、司法書士、社会福祉士がお答えします。
日時　９月４日 ( 土 )　午前 10 時～午後４時
　　　う 048-710-5040( 当日のみ )
あ埼玉県　地域包括ケア課
　う 048-830-3251( 当日は上記へ )　
　また越生町成年後見センターでは、成年後見
制度に関する様々なご相談に応じておりますの
で、お気軽にご相談ください。
あ越生町成年後見センター（越生町社会福祉協

議会内）
　う292-2977（平日午前8時30分～午後５時）
あ健康福祉課　高齢者介護担当
　う内線１１５

成年後見なんでも電話相談
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▲商工会HP

8cm× 25cm

日程 時間 配布人数
８月21日(土)
～ 24日(火) 午前10時～ 先着15名

×４日間
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